
【岐阜県本巣市】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 岐阜県本巣市

担当課名 教育委員会 社会教育課

電話番号 ０５８－３２３－７７６４
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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

人口 33057人 部活動数 ３４部活

公立中学校数 4校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置済み

公立中学校生徒数 926人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定済み

・市内4中学校あるため、活動・運営などそれぞれの学校のやり方で行われていた。
【休日（土日の活動】
A中学校・・・2日とも社会人指導者が指導（顧問が付く部もあるが）
B中学校・・・1日は部活として顧問が指導、1日は保護者クラブとして社会人指導者が指導
C中学校・・・1日のみ部活動として顧問or指導者が指導
【指導者への報償】学校ごとに分担金として支払い
A中学校・・・各部に1万円（指導してもしなくても）
B中学校・・・指導実績に応じて分配

市内中学校や、各育成会ごとに異なる運営方法を、市として一本化できるようにするため、
説明会などを通して、現状把握に努めた。



3

２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（社会教育課）

・事務局である「部活動推進協議会」を設置
・活動費の補助
・指導者報償費
・施設の減免
・市独自の指導者講習会の開催
・活動の参観
・育成会の相談
・学校との連携
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 ４校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 陸上、野球、バスケ、バレー、ソフトテニス、卓球、剣道、柔道、ソフトボール、サッカー、
バドミントン、

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

３４部活

拠点校名 真正中学校、糸貫中学校、本巣中学校、根尾
学園

地域クラブ活動に移行
した部活動数

３４部活

地域クラブ活動で実施
した種目

陸上、野球、バスケ、バレー、ソフトテニス、卓球、
剣道、柔道、ソフトボール、サッカー、バドミントン

運営団体名 本巣市部活動推進協議会

運営類型 市町村運営型（任意団体設立型）

１か月あたりの平均的な
活動回数

土日どちらか1日、祝日の活動、月４～6回程
度

指導者の主な属性 地域社会人指導者

活動場所 市内学校施設、市内社会体育施設

主な移動手段 徒歩、自転車、保護者の送迎

１人あたりの参加会費等
（年額）

２００円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円・1200円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

「本巣市部活動推進協議会」を設立し、学校、各育成会（部）、指導者、施設管理者などとの連絡調整などを行う。

取組事項

・説明会の実施

地域移行について、本市の進め方を、育成会、指導者、学校を対象に、各地域で説明会を実施し、意見を聞く場を事前に設けたことで、取

り組み自体、スムーズに行うことができた。

・実施後も、育成会や指導者と共通理解を図っている。
取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

少子化等の課題に対して、色々な方の声を聴き、ニーズに合わせた体制の整備に

取り組むことが出来ている。合同部活動や拠点校部活動の対応などに対応できた。

また来年度以降は、新たな地域クラブの設立や、自学校以外のクラブへの参加など

への対応も出来るようにしていく。

このような今後出て来る課題に対しても、推進協議会を設立してあることで、

迅速に臨時会議などを開催し、迅速に対応が出来る仕組みになっている。

特に
工夫した
事項

今後も、中体連の在り方や平日部活動の地域移行など新たな課題が出てくることも考えられるので、その都度、「協議会」での話合いを行いなが

ら、迅速に、子ども達の活動がスムーズに行えることを前提に対応していく

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

・「市独自の指導者研修会の開催（年2回）

・指導者への報酬を各クラブ3名まで、1回1800円（1h600円）支払う。
取組事項

研修会の開催

・県の研修会だけで無く、本市独自で本市のニーズに合わせた研修会を開催することができた。

指導者への報酬制度

・指導者1人1人への活動実績に応じた報酬を支払うことができたことにより、指導者登録数が増え、全部活動に1人以上の指導者確保ができ

ている。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

研修会について

・研修会の講師として、「教育長」、「スポ少の本部長」、「大学教授」「他市中学校校長」など色々なジャンルの方を講師として依頼し、様々な

角度から講話をいただくことで、有意義な研修会を行うことができている。

指導者確保について

・指導者を辞める方からも、次の指導者の紹介を依頼することで、継続的に指導者の確保が出来ている。

特に
工夫した
事項

研修会については、今後はより実践的な研修になるように、救急指導や食育などの研修会の実施も検討していく。

財源の確保が難しいが、全ての指導者へ報酬が払える制度の確立も検討していく。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：キ：学校施設の活用等

部活動支援クラブの活動（土日どちらか一日、祝日）の3時間については、市内学校施設、社会体育施設の利用に関して、全額免除で利用

できるようにする。

また、施設の優先確保を行う。
取組事項

活動場所の確保

・施設の予約を優先的に確保出来ることで、活動計画や、試合などの計画も立てやすくなり、活動が有意義に行うことができた。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

中体連前の練習への優遇

・中体連に関しては、大会2週間前の土日は両日とも支援クラブでの活動とし、施設の利用料は全額免除の対応をした。中体連の大会の練

習に負担を少なくして活動に向かうことが出来るようにした。特に
工夫した
事項

平日の地域移行や、平日夜の活動への対応などを考えていく必要がある。

また平日の活動がなくなってきているので、土日両日とも減免するような対応も検討していく

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【部活動推進協議会設立の趣旨】 【地域移行に向けて説明会などで使用した資料】
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

協議会設置、

検討開始

学校現場と

の調整

地域クラブ活

動の開始

地域クラブ活

動の拡大

●市内退職校長を、「部活動

特任指導員」として社会教育課

へ配属。

各学校、育成会、指導者、関

係団体への説明会を丁寧に実

施。（各地域2回以上実施）

そこでの質問事項などをまとめ、

方向性を検討。

・R3.11に「部活動推進協議

会」を設立し、R4からの実施に

向けて体制を整備。

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

●市内全中学校で先行実施

各活動訪問

会計などの説明会、相談会の実

施

中体連激励

●R4後期より、正式実施

・育成会などの引き継ぎの問題

が多くあり、R5当初は、各育成

会からの問い合わせ多数

来年度は、全体での引き継ぎ会

の実施も検討

地域クラブ活
動の開始

●R6は、新たな「地域クラブ」の

体制もスタート予定

・指導者研修会の内容の充実
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R3,4前期の設立までの準備スケジュール
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３．今後の方向性

生徒のニーズに合わせた体制の整備



２ 複数校合同支援クラブ（団体は学校代表として出場可）

Ａ中学校○○○部支援クラブ

B中学校の生徒がＡ中学校○○○部
支援クラブに加入

１ 合同チーム（団体は学校代表として出場可）

・B中学校には、A中学校の○○○
部が設置されていない
・A中学校が他校の生徒の受け入れ
可

Ａ・B中学校○○○部支援クラブ

B中学校の○○○部希望者

３ 拠点校

A中学校○○○部支援クラブ

・AまたはB中学校が規定人数に達
していない（合同チーム編成条
件を満たしている）
・A・B中学校とも編成することに
同意している
・個人競技は要相談

本巣市○○○部支援クラブ

A中学校の○○○部希望者

C中学校の○○○部希望者

・本巣市として１つのチーム編成
・A・B・Cいずれかの学校を拠点
として練習
・１つの支援クラブとするが、活
動費は配慮
・各中学校に部活動が設置されて
いることが望ましい。

B中学校○○○部支援クラブ

※各学校に部活動が設置



【岐阜県北方町】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 岐阜県北方町

担当課名 北方町教育委員会 教育課

電話番号 ０５８－３２３－１１１５



2

１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における北方町の現状・課題

本年度より、町内の1中3小学校を再編、2校の義務教育学校を開校した。昨年度まで、

１つの中学校で部活動を実施していたこともあり、継続して合同部活動として実施できるよう

に運営している。運営体制においては、4月当初から、部活動、ジュニアクラブ、また、スポーツ

少年団、部活動への体験入部を希望する学園の5,6年生の集合体を「北方学園クラブ」と

とらえ、義務教育9年間の一貫した指導を目指している。（左図：北方学園クラブ）また、

狭義では、各種目における北・南学園の合同チームを「北方学園クラブ」ととらえ、練習はもと

より、大会やコンクール、行事等への出場・参加できるようにしている。

北方学園クラブを発足した中で、以下の三点を課題としている。

【課題１】 スムーズなスタート

２つの学園の生徒（児童）が安心して、のびのびと活動できるようにすること

【課題２】 地域移行

主に土曜日に行っている部活動の指導を少しずつ、社会人コーチ・指導者に委ねていくこと

【課題３】 義務教育９年間の一貫指導

スポーツ少年団、及び町内の5,6年生が、後期課程（中学生）の活動（主に部活動）

を体験できるようにすること

◇運営委員会・・・PTA代表、種目団体代表（運動系:1２、
文化系:5）、学校関係者
※種目・・・野球、バスケ（男・女）バレー（男・女）、サッ
カー、陸上、剣道、卓球、ソフトボール、ソフトテニス、ダンス、
合唱、美術、英会話、パソコン、家庭科
※種目代表者は、現在、すべて社会人指導者、部活指導員
（家庭科は欠員）
◇実行委員会・・・部活動顧問代表者、学校関係者

人口 18,650人 部活動数 １７部活
（うち運動系１２部活）

公立義務教育学校数 ２校 町の協議会・検討会議等
の設置状況

設置済

公立義務教育学校生
徒数

５５２人 町の推進計画・ガイドライ
ン等の策定状況

策定済
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫教育委員会（教育課）

学校教育担当…県との連絡調整、補助金の申請、報告等

社会教育担当…社会人指導者の採用及びスポーツ少年団

との連絡調整

運営マネージャー（会計年度任用職員）…運営委員会、

実行委員会、部活動担当者会の計画運営、関係機関との

連絡調整

月 内容

４月 ○北方学園クラブ発足式 ○部活動顧問、育成会長、社会人指導者連絡会

５月 ○部活動担当者会

６月 ○部活動担当者会

７月 ○学園クラブ調査 ○部活動担当者会

８月 ○第１回北方学園クラブ運営委員会 ○第１回北方学園クラブ実行委員会

９月 ○部活動担当者会

１月 ○学園クラブ調査 ○部活動担当者会

３月 ○北方学園クラブ運営委員会、実行委員会
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 ２校 地域クラブ活動に取り組
んだ種目

野球、バスケ（男・女）バレー（男・女）、サッカー、陸上、剣道、卓球、ソフトボール、
ソフトテニス、ダンス、（以下は文化系 合唱、美術、英会話、パソコン、家庭科）

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

１２部活
（文化系を含めると17部活）

拠点校名 北学園・南学園

地域クラブ活動に移行
した部活動数

１２部活
（文化系を含めると17部活）

地域クラブ活動で実施
した種目

１２部活
（文化系を含めると17部活）

運営団体名 北方学園クラブ

運営類型 その他の運営型（各種目団体育成会）

１か月あたりの平均的
な活動回数

月１０回程度

指導者の主な属性 町の社会人指導者

活動場所 学校体育施設、社会体育施設

主な移動手段 保護者による送迎、自転車、徒歩

１人あたりの参加会費
等（年額）

各種部活動により異なる
（例）陸上：7,000円、野球20,000

円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図

主な取組例
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

・土曜日の部活動、日曜日のジュニアクラブの活動を社会人指導者の指導にできるように、各部活動につき、2名の社会人

指導者の確保をした。

・社会人指導者からの紹介や保護者会からの推薦等から確保に努めた。

・社会人指導者の情報収集はクラブマネージャーや各校の部活動担当教頭、面接については、教育委員会事務局が担当

する等、役割分担を明確にした。

取組事項

・２校の義務教育学校８年生１０８人を対象としたアンケートの結果、回答者

の８０%が「地域クラブ活動に満足している。」という肯定回答を得た。

・運動系部活動の主顧問１２人を対象としたアンケートでは、部活動の負担につ

いて、８人の顧問が「適当である」、4人の顧問が「もう少し負担が少ないとよい。」

という回答を得た。

・運動系の部活動指導員が、１３人であったが、年度途中に２人追加すること

ができた。さらに、現在月４回分の社会人指導者の謝金を増やし、社会人指導

者の指導の機会の確保を図っていく必要がある。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・社会人指導者の確保において、保護者会やスポーツ少年団からの紹介や以前から指導する社会人指導者の指導方針

等を考慮し、教育委員会事務局が面接、採用することで、指導の一貫性の担保を図り、保護者の信頼を得ることができた。

・年に５回程度、北方学園クラブ運営委員長、両学園の部活動担当教頭、クラブマネージャーで構成する部活動担当者

会を開き、活動の状況及び社会人指導者の状況を確認した。

特に
工夫した
事項

・部活動の顧問教員がいないときに、生徒同士のトラブルが発生し、「解決までに時間を要したため、社会人指導者に対し

て生徒指導上の問題や指導の在り方について研修を行う。

・さらなる社会人指導者の充実を図るために、社会指導者の報酬のアップや教員の兼職兼業による社会人指導者の確保

を行う。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

・就学援助を受けて北方学園クラブに加入して活動する児童生徒の保護者に対して、北方学園クラブで活動するために

新たに必要となった費用の一部を援助した。（部活動アプリ500円/年、スポーツ安全保険800円/年）取組事項

・就学援助を受けている対象へ支援できるように、北方学園クラブ活動

援助費支給要綱を作成、保護者への周知を進めることができた。

１２種目の部活動には、２校の義務教育学校の生徒３００人の生

徒が入部している。その中で、対象の４３人のうち、１６人の申請があ

り、支給した。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・就学援助を受けている保護者に対し、社会教育担当が、チラ

シ等作成及び配付の各校への依頼、申請や給付手続きを行っ

た。

特に
工夫した
事項

・一部援助について、周知する時期が秋以降になった。今後は、４月の北方学園クラブ運営委員会や実行委員会等で、

社会人指導者、部活動顧問、保護者会に早期に周知し、申請の手続きを円滑にできるように進める。

・部活動アプリを活用する部活動が少なかった。今後、別の費用等の負担支援について検討する。

今後の
課題と
対応方針

北方学園クラブ活動援助費支給のチラシ
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

北方学園クラブの設立

準備

北方学園クラブの設立

準備
北方学園クラブの発足

北方学園クラブ

の充実

◇北学園クラブ設立に向けての

主な議題等

・スポーツ少年団の加入

・合同チームとしての大会出場の

可否

・部活動地域移行に伴うクラブ

の在り方、教員の負担軽減

・備品の購入について

・合同チームとしての練習場所

・運営資金について（指導謝金、

部費の徴収、配分）

・準備クラブとしての活動紹介

・研修会、講習会の実施

・運営マネージャー

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

◇北学園クラブ設立に向けての主な

議題等

・社会人コーチの委託、紹介

・地域移行に関わる岐阜県の取組

・北方学園クラブの庶務担当の所在

・部活動調査

・部活動アプリ説明会

・指導者研修会及び育成会へ説明

・地域移行に関わる県からの説明

・北方学園クラブのスタートに向けて

（指導者、平日の部活動、活動場

所の確認、部活動アプリ、ス保険、合

同チームとしての出場の可否）

・令和５年度の設立式について

◇北方学園クラブでの主な議題等

・各校にて、学園クラブ発足式の実施

・部活動顧問、育成会長、社会人指導者連絡会（社会人指

導者の委嘱、運営についての説明）

・部活動担当者会（部活動の状況について、練習会場の鍵の

受け渡し、大会やイベントの予定確認、大会出場に伴う補助金

の申請、熱中症予防のための中止判断、規約の見直し）

・北方学園クラブ運営委員会及び実行委員会の実施（学園ク

ラブ調査の報告、各種目の活動報告、運営上の課題、５・６年

の部活動体験、部活動顧問の負担感等）

令和３年度４回行われた話し合いから、令和４年度野球とソフトボールが他団体に先駆けて、「北方学園準備クラブ」として活動した。北方学園

準備クラブのマネージャー（事務局）は、教育委員会（生涯学習センター）に配置した。他団体が令和５年度以降円滑に活動開始ができるよう

２団体の実践を他団体へ紹介した。

北方学園クラブ設立に向けて、月に１回程度、教育委員会事務局が提案し、県教育委員会体育健康課からの地域移行に関わる説明や大学

教授による助言を受け、準備を進めた。

発足後は、運営委員会や実行委員会、部活動担当者会にて、活動状況や部活動顧問の負担についてヒアリングを行い、改善策を見出した。



8

３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

【部活動の取組】
○平日の部活動（週３回）の指導については従来通り、部活動顧問が行う。
○平日の部活動（運動系）において、種目合同の基礎トレーニングを行えるよ
うに進める。
○休日の部活動は社会人指導者、部活動指導員が行う。

【社会人指導者の確保】
★令和６年度から社会人指導者の謝金について、月４回から月６回までに予
算措置を行う。
★令和６年度から社会人指導者について、教員の兼職兼業を検討する。

休日部活動の地域移行
（野球・ソフトボール）

休日部活動の地域移行（１７全ての部活動）

野球、バスケ（男・女）バレー（男・女）、サッカー、陸上、剣道、卓球、ソフト
ボール、ソフトテニス、ダンス、
（以下は文化系 合唱、美術、英会話、パソコン、家庭科）



【岐阜県大垣市】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 岐阜県大垣市

担当課名 教育委員会 学校教育課

電話番号 0584-81-4111
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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

大垣市は人口約16万の都市であり、市内には10の中学校において、22種138の部活動が設置されてい

る。

部活動は活発に行われており、令和5年6月現在、加入率は78.8％となっている。また、約半数の部活動

において、生徒の「もっとやりたい」「うまくなりたい」という思いに応える形で、保護者が中心となって運営を行う

「保護者クラブ」で部活動を補完してきた現状がある。また、教育委員会が委嘱する外部指導者は、128名

おり、部活動や保護者クラブの活動において、指導に協力していただいている。

大垣市では、昭和40年に設立された「大垣市スポーツ少年団」があり、小学生年代の子どもたちを中心と

した活動により、市のスポーツ環境の礎をつくり支えてきた経緯もある。

しかし、少子化の影響は大きく、部員確保の見通しが立たなくなってきており、年々、部活動数は減ってきて

いる。また、他校との合同での大会やコンクール等への出場を余儀なくされる部が20％を超えてきており、単

一中学校での大会出場や部活動の運営は難しくなっている。

さらに、長年継続されてきた保護者クラブにおいても、部員数減少に伴う保護者の負担は大きくなっている。

加えて、継続的に指導できる指導者が見つからず、指導者不在で活動しなければならない保護者クラブもあ

る。

大垣市としては、地域のスポーツや文化芸術活動を支えてきた地域資源を生かしながら、保護者や教員の

負担を軽減した「新たな地域クラブ活動」の設置・運営を目指していきたい。

（出典：大垣市部活動地域移行ワークショップ資料より抜粋）

人口 158,676 人 部活動数 138 部活

公立中学校数 10  校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置済

公立中学校生徒数 4,106  人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定に向けて準備中
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

令和5年度は、基本構想の策定を事業の中心に据えている。

総括コーディネーターとして「(株)スポーツデータバンク」に基本構想策定について業務委託した。市内の大学等の学識経験者、市内の各種団体関係者、保護者代

表、学校関係者らで構成される「大垣市中学校部活動地域移行検討委員会」を年3回開催する。この委員会において、現状把握と基本構想の策定に向けた議論

を行っていく。

現状把握として、各中学校部活動顧問、生徒へのアンケート調査に加え、市内の競技団体やスポーツ少年団へもアンケートを実施していく。また、地域でスポーツや

文化芸術活動の指導を行っている指導者や、部活動において外部指導者として関わっている方を対象にしたワークショップを全10回実施する。さらに、「保護者クラブ」

から「新たな地域クラブ」へと転身を図った事例があるため、活動実態やその効果について、ヒアリングやアンケートを行う。

令和5年度末には基本構想（案）を策定し、令和6年度から本格的に実証事業をスタートさせていく。

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（学校教育課）

・部活動地域移行推進事業の主管課

・学校との連絡・調整

・社会教育スポーツ課との連携

・部活動検討委員会、各種調査等の事務局

⚫ 教育委員会（社会教育スポーツ課）

・学校教育課との連携

・（公財）大垣市体育連盟との連携

・少年団・地域スポーツ団体の実態把握と情報共有

・地域スポーツ団体や関連団体への調査等の事務局
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 1 校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 サッカー

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

1 部活

拠点校名 星和中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

1 部活

地域クラブ活動で実施
した種目

サッカー

運営主体名 SEIWA F.C.

運営類型 地域団体・人材活用型

１か月あたりの平均的な
活動回数

サッカー：月8回程度

指導者の主な属性 少年団指導者、教員、

活動場所 星和中学校、県立大垣北高等学校

主な移動手段 保護者送迎、徒歩、自転車

１人あたりの参加会費等
（年額）

サッカー：32,000円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,450円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例
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大垣市部活動地域移行検討委員会資料より抜粋

２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

・総括コーディネーターである(株)スポーツデータバンクと協議を重ね、大垣市の実情に応じた地域移行の在り方について、助言を受けた。

・大垣市のスポーツ・文化芸術活動に関わる団体や人材の発掘及び地域の現状把握のためのワークショップを実施した。

・実施主体や運営団体に関する基本的な役割や在り方について検討し、基本構想案を策定した。

・保護者クラブから地域クラブの形で取り組んでいる市内の事例について、総括コーディネーターとともに調査研究を行った。

取組事項

令和5年度末に基本構想案を策定した。基本構想案には学校部活動の現状や

新たな地域クラブ活動の基本理念等を示すとともに、今後の検討体制や運営体制、

推進期間のロードマップについてまとめた。

地域団体や外部指導者を対象としたワークショップを行い、実施主体や協力できる

団体・人材の発掘を行い、令和6年度から実証事業への参加を希望する旨の申し

出を得た（4団体）。実施主体の体制については整備できたが、新たな地域クラブ

を管理・統括する運営団体の決定には至らなかった。

取組の
成果

大垣市部活動地域移行基本構想（案）より抜粋

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

地域クラブの実施主体は様々な形が想定されるため、体制を整備するにあたって、

実施主体となりうる方々が直面している課題や想定される課題や思いを聞いた上

で、構想に盛り込んだ。また、保護者クラブの形で長年取り組んできた背景を踏まえ、

保護者クラブから地域クラブへと展開して活動している事例の調査研究を行い、大

垣市の実情に適した地域クラブの在り方や、今後検討が必要な事項を洗い出すこ

とができた。これにより、新たな地域クラブとして実証事業に参加するための基準等を

設けた「新たな地域クラブ活動実証事業ガイドライン（案）」を作成した。

特に
工夫した
事項

令和6年度は今年度策定した基本構想案に基づき進めていくが、各競技・種目ごとに実情が大きく異なることから、それぞれの競技・種目ごと

の関係者を集めた検討チームをつくり、合意形成に向けた協議を進める。

また、運営団体の選定、決定の準備を進めるとともに、関係団体との情報共有を行い、円滑な移行が進められるようにする。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【指導者の確保に関する課題（検討委員会資料より抜粋）】 【ワークショップで出た意見（検討委員会資料より抜粋）】

図、グラフ、文章での説明等
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

図、グラフ、文章での説明等

【新たな地域クラブ活動 参加基準】（実証事業ガイドラインより抜粋）

図、グラフ、文章での説明等

【地域クラブ活動に参加した生徒へのヒアリングより（検討委員会資料より抜粋）】
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【地域の指導者や部活動外部指導者参加のワークショップの様子】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【ワークショップにて総括コーディネーターが
地域移行について説明する様子】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【星和FCの活動風景 少年団指導者がメインコーチとなり指導】 【星和FC活動風景 隣で少年団所属小学生も活動】
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

保護者による地

域クラブの運営

大垣市部活動

検討委員会開

催（年3回）

基本構想の策

定、実証事業ガ

イドラインの策定

学校・実施主体

との合意形成

実証事業の成

果と課題を整理

地域クラブ活動

の拡大

【保護者クラブ】

●ステークホルダー

各部活動の保護者

●経過

平成25年度頃から、部活動を

補完する形でスタート

●実施内容、工夫した点 等

・部活動として実施できない土日

の活動を補完

・各中学校の部活動と連携を密

にし、情報共有をして活動できた。

・部活動との連続した練習が実

現可能

●実施にあたって生じた課題

・クラブ代表者の年次交代による

持続的な運営の難しさ

・保護者見守り当番の負担

・保護者経済的負担の増加

・指導者の不足

令和５年 令和６年 令和７年～

【SEIWA F.C.】

●ステークホルダー

少年団指導者、教職員

地域の指導者

●経過

平成29年秋から部活動と少

年団の指導者交流を開始

令和3年秋から保護者クラブに

少年団指導者が参加

令和4年度秋から地域クラブ

活動として活動開始

●実施内容、工夫した点 等

・指導者を育成する体制を整備

・チケット制による受益者負担の

軽減

・少年団活動との連携

●実施にあたって生じた課題

・資金の不足

・活動場所の確保

・中学校部活動との連絡調整

検討チームによる学校・競技団体・少年団
等との協議及び合意形成を経て、「地域クラ
ブ」として実証事業に参加する。
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

２ 令和6年度以降のロードマップ 

 令和6年度 令和7年度 令和8年度～ 

体制 

（P14イメージ図№１参照） 

 

 

(P15イメージ図№２参照） 

運営 

母体

(※) 

 

 

・運営母体となる団体の 

選定、協議 

 

 

・運営母体の決定 

・運営方針、事業計画、 

指導者研修計画、 

マネジメント・安全管

理に関する検討 

 

 

（P15イメージ図№２参照） 

実施 

主体 

 

 

・競技ごとに検討チーム設置 

・団体と学校の合意形成 

・実証事業として試行 

（P14イメージ図№１参照） 

 

 

 

・実証事業として試行 

 （2年目） 

・新たな実施主体として

認定 

 

 

（P15イメージ図№２参照） 

 

 

  

 

・受入れ候補団体の公募 

 （企業、大学等） 

 

 

  ※ 運営母体 

地域クラブ活動に関する方針に沿った運営がされるよう、各実施主体を指導・管理するとと 

もに、教育委員会と連携し、指導者不足等の各実施主体の課題解決にあたる機関。 

運営母体の検討 運営母体の決定 運営母体による運営 

既存団体との合意不可 

実施主体の検討 実施主体による活動 

運営体制 検討体制 

 

 



【岐阜県海津市】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 岐阜県海津市

担当課名 海津市教育委員会事務局スポーツ課

電話番号 0584-53-1552
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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

〇海津市の現状

海津市の人口は、国勢調査ベースで平成7年の41,694人がピークでその後は減少に転じ、人

口減少と少子高齢化が急激に進んでいる。これに伴い、部活動数も減少し、合同部活動が行われ

ている部もある。

    また、海津市は東西約１３㎞、南北１７㎞あり、生徒は徒歩、自転車、電車を利用して中学

校へ登校しており、運動部活動の地域移行を推進するにあたり、活動場所が、別の中学校となった

場合、生徒の移動手段が問題となる。

〇運動部活動の地域連携

 学校の運動部活動は、スポーツに興味・関心がある同好の生徒が参加し、教師等の指導の下、

学校教育の一環として行われている。しかし、社会・経済の変化等により、教育に関わる課題が複雑

化・多様化しており運動部活動においては、従前の運営体制では維持できない状況で存続の危機

にある。

生徒の豊かなスポーツ活動を実現するためには、学校と地域との連携・協働により部活動のあり方

について速やかに持続可能な活動環境を整備する必要がある。

人口 32,386人 部活動数 25部活

公立中学校数 3校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置しない

公立中学校生徒数 807人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定していない

880

836 853

801 807

750

800

850

900

R元年 R2年 R3年 R4年 R5年

生徒数の推移（市内３中学校）

生徒数

34,467 
33,966 33,375 

32,758 32,386 

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

H31年 R2年 R3年 R4年 R5年

海津市の人口

人口
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（スポーツ課）

・休日における運動部活動の推進体制を構築

・海津市中学校地域クラブ、市スポーツ協会、中学校との連絡調

整

・体育施設使用料の免除

・施設利用に係る事前予約手続き

⚫ 教育委員会（学校教育課）

・休日に地域スポーツクラブ活動を希望する教員への兼職兼業手

続き

・休日の運動部活動の地域移行について、教員への制度周知

海津市

市内中学校
海津市スポーツ協会

海津市中学校地域クラブ委託

学校教育課 スポーツ課

海津市教育委員会

・兼職兼業の
手続き

・各種団体と
連絡・調整

・教員へ地域移行体制を
周知

クラブ指導者

委
嘱 連

携
連
携

連
携

連
携

指導者バンク

・指導者研修会の開催

・会費徴収
・施設利用 

申請書の 

提出
・謝金支払
い
・会費返還
手続き
・学校との
連携

時 期 計 画 事 項

４月 クラブ指導者委嘱状交付

５月 入会申込第２次募集（新中学１年生）

６月 部活動連絡会（部活動顧問とクラブ指導者の顔合わせ、活動目標の確認）、クラブ指導者研修会

１２月 要保護・準要保護世帯への参加費支援について通知（各中学校と連携）

１月 新中学１年生を対象とした地域クラブ説明会（各中学校の入学説明会時）、市スポーツ協会に対してクラブ指導者の紹介を依頼

２月 入会・継続申込受付開始（小学６年生及び中学１・２年生）、アンケート調査の実施

３月 海津市中学校地域クラブ理事会（クラブ指導者決定）
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 3校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 男子バスケットボール,女子バスケットボール,軟式野球、男子ソフトテニス、女子ソフトテニス、
女子バレーボール、男子卓球、女子卓球、陸上、サッカー、剣道

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

21部活

拠点校名 海津市立日新中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

10部活

地域クラブ活動で実施
した種目

軟式野球、男子ソフトテニス、女子ソフトテニス、
女子バレーボール、男子バスケットボール、女子
バスケットボール、男子卓球、女子卓球、剣道、
サッカー、陸上

運営主体名 海津市中学校地域クラブ

運営類型 地域スポーツ団体等運営型（総合型地域ス
ポーツクラブ運営型）

１か月あたりの平均的な
活動回数

男子バスケットボールクラブ：月４回程度
ソフトテニスクラブ（男子・女子）：月４回程度

指導者の主な属性 海津市中学校地域クラブ

活動場所 日新中学校体育館、海津市テニスコート

主な移動手段 自転車、自家用車による送迎

１人あたりの参加会費等
（年額）

13,800円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例

海
津
市

業務委託

海
津
市
中
学
校
地
域
ク
ラ
ブ

市スポーツ協会

指導者バンク
登録者

指導者紹介等の事業協力

・地域クラブ活動の運営
・会員の管理
・指導者謝金の対応
・保険の加入手続き など

日
新
中
学
校

平
田
中
学
校

城
南
中
学
校
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

・市内に２クラブある総合型地域スポーツクラブが合同で運営主体となり、市内３中学校の生徒を受け入れる。

取組事項

・市内に２クラブある総合型地域スポーツクラブが統合し、１クラブにならないか2クラ

ブで協議をしたが、既存の各クラブにおける事業の運営方針、経営に対する考え方

の相違から、統合には至らなかった。そのため、３中学校の生徒をどのように担当する

かを２クラブで検討し、生徒数、部活動数が均等となるよう担当校を決定した。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・中学校区ごとに総合型地域スポーツクラブがなく、２クラブで３中学校の生徒を受け入れるため、休日部活動の地域移行に特化した「海

津市中学校地域クラブ」を設立。また、各関係団体の協力が不可欠であることから、総合型地域スポーツクラブのスタッフ、市内３中学校の

校長、市スポーツ協会理事、市スポーツ推進委員から理事を選出することとした。
特に

工夫した
事項

・総合型地域スポーツクラブの運営スタッフが高齢化しているため、運営スタッフの人員確保が課題となる。今後の
課題と
対応方針

中学校 生徒数

日新中学校 303人

平田中学校 141人

城南中学校 363人



6

２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

・市スポーツ協会の指導者バンク登録者からクラブ指導者を紹介していただき、クラブ指導者として委嘱する。

取組事項

・市スポーツ協会から指導者を紹介していただくことで、指導者を確保することができ

た。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・市スポーツ協会には、指導者バンク制度がなく、この運動部活動の地域移行を見据え、市スポーツ協会に指導者バンクを設置し、指導者を

紹介できる制度を設けた。

特に
工夫した
事項

・発言力がある保護者から、「次の指導者には、この人を指導者として委嘱して欲しい」などの要望がでている。そのため、市スポーツ協会の各競

技団体の代表者は、地域にいる指導者把握に努めることが重要となる。

今後の
課題と
対応方針

競技種目 人数 競技種目 人数

バスケットボールク 11人 野球 13人

バレーボール 10人 ソフトボール 2人

ソフトテニス 11人 陸上 2人

卓球 7人 サッカー 8人※競技種目別指導者の人数
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

・クラブ指導者のパワハラ等の問題が生じた場合、市スポーツ協会と連携して問題を解決する。

取組事項

・市スポーツ協会の指導者バンクから指導者を紹介いただく仕組みとしたことで、指導者に対する苦情など大きな問題はなかった。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

今後の
課題と
対応方針

・指導者の資質向上を図ることを目指し、指導者講習会を開催した。

・今年度はクラブ指導者のパワハラ等に関する問題が生じなかったため、今年度の仕組みを継続すると同時に、市スポーツ協会と連携して

指導者への啓発を行っていく。
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

・要保護・準要保護世帯の生徒に対し、年会費・月会費の納付を免除する。

取組事項

・要保護・準要保護世帯の情報は、個人情報であるため、海津市中学校地域クラ

ブと各中学校が連携し、免除申請書を各中学校を通して、対象生徒へ配付してい

ただいた。取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・当初は、免除申請書を中学校を通じて対象生徒に配付し、該当世帯の保護者が申請書をクラブ窓口へ提出する方法を検討した。しかし、

申請者に対し、クラブスタッフが顔見知となることも想定される。個人情報に配慮するため、中学校長と協議し、中学校へ申請書を提出し、中

学校において該当者であることを確認する方法とした。また、申請書の提出締切後に各中学校へクラブスタッフが出向き申請書を回収した。
特に

工夫した
事項

・今回、この方法で多くの方が問題なく、申請書を提出されたため、中学校の協力を得て、次年度もこの方法で要保護・準要保護世帯の生徒

に対する参加費用負担の支援を行いたい。

今後の
課題と
対応方針

対象中学校 申請者数 / 対象者

日新中学校 2人 / 2人

平田中学校 10人 / 10人

城南中学校 7人 / 11人※対象生徒内訳
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【新中学１年生入学説明会時の配付資料】 【新中学１年生入学説明会時の配付資料】

海津市中学校地域クラブについての説明資料（表面） 入会手続きに関するスケジュール資料（裏面）
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【要保護・準要保護世帯への支援】

個人情報に配慮するため、対象生徒に対しては、地域クラ
ブが申請書等を準備し、中学校から配付していただき、中
学校へ提出することとした。
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

【野球クラブ 投球基本動作の確認】 【卓球クラブ コース打ち分け練習】

【バスケットボールクラブ パス練習】 【ソフトボールクラブ ピッチング練習】
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

検討開始
関係団とのワーク

ショップ等開催

アンケート調査、

運営主体の決定

生徒、保護者へ

の説明

地域クラブ活動

の開始

地域クラブ活動

の拡大

●行政：スポーツ課、学校教育課

関係団体：市スポーツ協会理事、市ス

ポーツ少年団代議員及び指導者、 中

学校長、部活動顧問、部活動の社会人

指導者

●地域移行を進めるにあたり、関係団体か

ら意見を収集することとした。

●実施内容

・講演会「地域と中学校部活動の連携」

・ワークショップ「地域移行について、これか

ら、どうしていったらいいのか」

・種目別準備委員会 運営主体を検討

●実施にあたって生じた課題

市スポーツ協会に対して、事前説明を行

わず、種目別準備委員会を開催したため、

市スポーツ協会より修正を求められた。

そのため、会議の在り方を再検討し、令和

3年度は、まず、市スポーツ協会の理事会に

おいて検討することとした。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

●行政：スポーツ課、学校教育課

関係団体：市スポーツ協会理事、SC、中学校

長、部活動顧問、部活動の社会人指導者、保

護者（小学6生、中学1・2年生）

●運営主体を決定するために代表者会議を設け、

運営主体を決定。令和4年8月から地域移行す

ることを決定。

●実施内容

・市スポーツ協会理事会

・地域移行に向けた代表者会議

・部活動地域移行打合せ会

・アンケート調査（中学1・2年生）

・部活動指導者の意向調査

・休日部活動地域移行説明会（オンライン）

（小学6年生・保護者、中学1・2年生・保護

者）

・体育施設使用料免除を決定

●実施にあたって生じた課題

指導者確保が課題となり、市スポーツ協会に指

導者バンクを設置。また、市内のSC２クラブで

３中学校をどのように担当するのか課題となった。

●行政：スポーツ課、

学校教育課

関係団体：海津

市中学校地域クラ

ブ、市スポーツ協

会

●各クラブの物品等

の充実

●実施内容

・入会手続きのオ

ンライン化

・各クラブの消耗物

品の充実

●実施もあたって生

じた課題

オンライン化を地域

クラブが取り入れた

が、電子データを適

切に処理できてい

ない。

●行政：スポーツ課

関係団体：中学校等、SC、

市スポーツ協会、中学1・2年

生保護者

●地域クラブを設立。8月から

の地域移行に向け、関係者

と最終調整を行った。

●実施内容

・部活動地域移行検討会

・保護者説明会

・指導者説明会

●実施にあたって生じた課題

指導者に対する説明会が十

分ではなかった。部活動で使

用している物品等をどこまで

地域クラブが使用できるのか

など、細かい調整が必要とな

り、何度も協議を重ねことと

なった。
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

海津市教育委員会 部活動改革スケジュール

2020年
度

（R2）

2021年度
（R3）

2022年度
（R4）

2023年度
（R5）

2024年度
（R6）

海津市
教育委員

会

指導者の確保

運営主体を決定

休日部活動の
地域移行の
方針決定

〇アンケート調査の実施（部活動顧問、
 社会人指導者、生徒）
〇指導者への周知
〇教員への周知 など

休日の部活動を
完全に地域移行

〇保護者説明会の実施
〇指導者の確保
〇中学校との調整
〇体育施設使用料の調整



【岐阜県関ケ原町】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 岐阜県関ケ原町

担当課名 教育課

電話番号 0584-43-1289



2

１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

現在、関ケ原町は中学校を１校設置しており、軟式野球部、軟式テニス部、女子バレーボール部、

男子バスケットボール部、剣道部、柔道部の６つの運動系と、吹奏楽部の１つの文化系が部活動と

して活動しており、令和５年の４月から土日における休日活動を保護者クラブを受け皿とする地域ク

ラブに移行し活動を続けている。

近年は町の人口減少に伴い、生徒数の減少、部員数の減少が加速している。また、クラブ活動以

外の選択肢の増加など多くの要因によって部活動並びに地域クラブ活動の存続が危ぶまれている。

今後も、生徒のスポーツ活動、文化活動の場を維持していくためには、地域に移行する中で専門

性を持った指導者のもと、有意義な活動を行うことが重要であり、どれだけ生徒達にとって魅力的なク

ラブ運営を行っていけるか、保護者にとってどれだけ財政的な負担を軽減できるか、維持していけるか

が課題である。

人口 6543 人 部活動数 6 部活

公立中学校数 1 校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

無

公立中学校生徒数 144 人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

有

地域クラブ参加者人数（令和５年５月１日現在）
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

４月 地域クラブ活動の活動開始

１１月 保護者アンケートの実施

１２月 保護者クラブ代表者説明会

   １月 次年度保護者説明会

   ２月 事業完了報告書・成果報告書等の作成

▼運営体制図 ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会

（社会教育係）

地域クラブ関係事務の主担当として、首長部局財政課や地

域指導者との連絡調整、公共施設の予約など地域クラブ運

営の推進を図る

（学校教育係）

社会教育係と連携して、中学校との連絡調整、スクールバス

の手配など社会教育係のバックアップ的役割を果たす

⚫ 町長部局（財政課）

運営助成金や指導者謝金など財政的措置の確保、および公

共施設利用の減免措置

スポーツ少年団

地域クラブ

連
携

連
携

関ケ原中学校

社
会
教
育
係

学
校
教
育
係

連携

関ケ原町教育委員会

地域指導者

町長部局

（財政課）

連
携

連携
連携･支援

・財政的支援

・施設使用料の免除

・学校との連絡調整

・地域クラブとの連携

・バスの手配

・専門的な指導

・顧問の負担軽減

・指導者の紹介
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 １校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 軟式野球、男女軟式テニス、女子バレーボール、男子バスケットボール、男女剣道部、柔道

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

６部活

拠点校名 関ケ原町立関ケ原中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

６部活

地域クラブ活動で実施
した種目

軟式野球、軟式テニス、女子バレーボール
男子バスケットボール、剣道、柔道

運営団体名 保護者クラブ

運営類型 その他運営型（保護者会型）

１か月あたりの平均的な
活動回数

全種目：月４回程度

指導者の主な属性 地域指導者、教員

活動場所 関ケ原中学校、桃配運動公園テニス場など

主な移動手段 スクールバス、自転車、徒歩など

１人あたりの参加会費等
（年額）

徴収なし

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図

主な取組例

関
ケ
原
町

各
保
護
者
ク
ラ
ブ(

運
営
主
体)

関
ケ
原
中
学
校・ 地域クラブ活動の運営

地域クラブ活動
へ参加

・ 保険の加入

・ 指導者との連絡調整

・ 意見交換、 検証

・ 制度設計

・ 指導者謝金の補助

・ 地域クラブ、 学校との
  連絡調整
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

保護者クラブを実施主体とした運営体制の整備、自立した運営のできる組織体制を構築するための助言を行う。

取組事項

それぞれの保護者クラブは以前から部活動を補う形で活動しており基本的な組織体制は確立されている。町の支援を含めた町教育委員会と

の協力体制など連携強化を図ることによって、さらなる自立性の向上、運営体制の強化を図ることができた。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

令和４年度の３学期からを移行準備期間と位置づけ、今年度も継続して地域移行について保護者クラブへの説明会を順次行い、情報共

有を図るなど、連携強化を図った。
特に

工夫した
事項

クラブ員の減少により保護者クラブ組織の弱体化も考えられることから、今後、地域学校協働本部を設置し、保護者クラブを統括する実施運営

主体の設立を検討していく。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

スポーツ少年団や道場などのスポーツ団体と連携し、指導者の派遣など連携強化を図る。

取組事項

団員の少ないスポーツ少年団は地域クラブと合同で活動を行うなど、一部の団体は連携強化を進めている。スポーツ少年団で選択した競技を

中学校でも引き続き選択することが基本にあることから、少年団、地域クラブそれぞれの指導者が、相互に指導するなど一貫性のある指導に向

けての連携の強化を図っている。取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

スポーツ少年団本部委員会の場で中学校部活動の地域クラブ移行について説明を行い、指導者の連携、一貫指導への協力を求めた。

特に
工夫した
事項

今後、スポーツ少年団、地域クラブともに参加者数や地域指導者数の減少が見込まれる。競技ごとに共同運営を行うなど、活動を維持していく

ために、互いに連携を図っていくことが必要となる。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：エ：面的・広域的な取り組み

関ケ原町単独で地域クラブを維持していくことが困難な競技が見込まれているため、近隣市町との共同運営を模索する。

取組事項

隣接する町の状況を確認したところ、今年度の地域移行に踏み込んでおらず、中体連等の大会規約を確認しても合同で大会に参加できな

いことが判明。西濃地域内でも市町間で温度差があり、現状では合同活動を行えない。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

西南濃の担当者交流会や、岐阜県の主催する地域クラブ活動推進会議等に参加し、近隣市町の移行状況や今後の動向についての情報収

集を行った。
特に

工夫した
事項

近隣市町の地域移行の進捗状況を確認しながら、行政間の協議を検討したい。今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

活動場所となる学校施設や公共施設の使用に対する減免措置、学校部活動備品の無償貸与、指導者謝金の助成など、参加者負担の軽

減となる支援を行っている。
取組事項

本来活動する上で保護者の負担となる費用に対して、町からの支援、国県からの助成があることで、参加費用を軽減することができ、保護者負

担の軽減に繋がっており、生徒達の地域クラブに参加しやすい環境整備の一助となっている。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

地域移行に伴う予算化について早くから財政課との協議を進めてきた。首長の理解を得てほぼ要望どおりの予算を獲得することができた。

特に
工夫した
事項

今後、町や国県からの支援がなくなったときに保護者負担が増えることが確実であり、それを原因としてクラブ活動への参加人数が減っていくこと、

クラブ活動自体が衰退していくことが問題であり課題である。町、国、県からの支援の継続を求めると同時に、将来を見据えた制度設計を行って

行く必要がある。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：キ：学校施設の活用等

体育館、格技場、グラウンドなどの学校施設や公立の体育施設を優先的かつ無料で使用できるよう調整するとともに、普段、部活動で使用し

ているボールやバットなどの学校備品を無償で利用できるよう配慮。
取組事項

教育委員会で学校施設等の優先予約を行うことにより、保護者が施設予約する負担を軽減し、また、学校備品を無償で利用できるよう配慮

したことで、道具を改めて揃える必要がなくなり保護者負担の軽減を図ることができた。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

学校部活動備品は町費で整備されるので、学校部活動備品を貸与することによって地域クラブで改めて負担を生じないようにした。

特に
工夫した
事項

平日の学校部活動含めて完全に地域クラブ移行した時に、道具の管理や備品の更新等を誰の責任、誰の負担で行うのか、が課題であり検討

の必要がある。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

参考資料

【保護者アンケートより抜粋】

関ケ原中学校 保護者アンケートより

〈地域クラブについての思い〉 問題点・要望

・地域クラブはいろんな面で保護者の負担が大きい

・地域クラブの保護者の参加が必須なのは辛い

・参加人数が少なくて困っている

・関ケ原限定になっているため、活動したい生徒が減って活動できなくなる不安がある

・無理な勧誘はトラブルになると思うので是正した方がよい

一部抜粋

No

１

２

３

アンケート項目
肯定的評価

55.6％ 2.61

74.5％ 3.10

の割合

４段階評価

の平均値

関ケ原中学校では「学校クラブ」があります。お子さんは充実した活動　

をしていますか。　

「地域クラブ」に参加している方におたずねします。お子さんは、「地域ク　

ラブ」で充実した活動をしていますか。　

学校クラブの今後について、おたずねします。　

・現状がのぞましい　54.5%　

・変更がのぞましい　45.5%　
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【剣道クラブの休日練習風景】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【軟式野球クラブの休日練習風景】

【軟式テニスクラブの休日練習風景】 【バレーボールクラブの休日練習風景】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

保護者クラブとの協

議・生徒への説明
学校現場との調整

地域クラブ活動の

開始

地域クラブ活動の

拡大

〇保護者クラブとの協議・生徒

   への説明

●対象者－保護者クラブ代表

   および生徒

●実施内容

・保護者クラブ代表者への休

日部活動の地域移行に関す

る今後の方針説明と協力依

頼

  ・全生徒を対象に、休日部活

動の地域移行に関する説明

と、地域クラブ参加希望の調

査

令和４年度 令和５年度 令和６年～

〇学校現場との調整

●対象者－学校教員

●実施内容

   教員を対象に、休日の部活

動を地域クラブ化すること、

 教員も兼業で地域クラブの指

 導者として登録できることを説

 明

〇地域クラブ活動の開始

●保護者クラブ

●実施内容

 保護者クラブを実施主体とし

 た地域クラブ活動を開始

〇地域クラブ活動の拡大

●地域学校協働本部を実施

 主体とした運営体制の構築

 の検討
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